
上尾市長等政治倫理条例施行規則  

（趣旨）  

第１条  この規則は、上尾市長等政治倫理条例（令和２年上尾市条例第３６

号。以下「条例」という。）第２２条の規定に基づき、条例の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。  

（請負契約等の辞退届の様式）  

第２条  条例第４条第３項の請負契約等の辞退届は、第１号様式によるもの

とする。  

（資産等報告書等）  

第３条  条例第６条第１項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含

むものとする。  

２  条例第６条第１項第５号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、

社債券、株券、金銭信託及びその他とする。  

３  条例第６条第１項第６号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、

軽自動車及びその他とする。  

４  条例第６条第１項第６号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。  

５  条例第６条第１項第６号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑

空機及びその他とする。  

６  条例第６条第１項第６号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、

磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。  

第４条  条例第６条第１項の資産等報告書は、第２号様式によるものとする。  

２  条例第６条第２項の資産等補充報告書は、第３号様式によるものとする。  

３  条例第６条第３項の証明書は、次のとおりとする。  

 (1 ) 不動産に係る固定資産税の課税標準額を証する書類  

 (2 ) 預金及び貯金の残高を証する書類  

 (3 ) 条例第６条第１項第６号に掲げる資産等の種類を証する書類  

 (4 ) 貸付金の額、残高等を証する書類  

 (5 ) 借入金の額、残高等を証する書類  

（所得等報告書）  

第５条  条例第７条第１項第１号イの規則で定める所得の金額は、租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第８条の４の規定に基づく上場株式等



の配当等に係る利子所得及び配当所得、同法第２８条の４の規定に基づく

土地等の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第３１条の規定に基づく

長期譲渡所得、同法第３２条の規定に基づく短期譲渡所得、同法第３７条

の１０の規定に基づく一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑

所得、同法第３７条の１１の規定に基づく上場株式等の譲渡による事業所

得、譲渡所得及び雑所得並びに同法第４１条の１４の規定に基づく先物取

引による事業所得、譲渡所得及び雑所得の所得の金額とする。  

第６条  条例第７条第１項の所得等報告書は、第４号様式によるものとする。  

２  条例第７条第１項の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成す

ることにより行うことができる。この場合において、同項１号ア又はイに

掲げる金額が１００万円を超えるときは、その基因となった事実を付記し

なければならない。  

３  条例第７条第２項の証明書は、次のとおりとする。  

 (1 ) 収入を証する書類又は確定申告書等の写し  

 (2 ) 所得税及び事業税の前年分の納付状況を示すもの  

 (3 ) 市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、自動車税及び

軽自動車税の前年度分の納付状況を示すもの  

（関連会社等報告書）  

第７条  条例第８条第１項の報酬とは、金銭による給付をいう。  

２  条例第８条第１項の関連会社等報告書は、第５号様式によるものとする。  

３  条例第８条第２項の証明書は、商業登記簿謄本とする。  

（期限の特例）  

第８条  条例第６条第１項の資産等報告書、同条第２項の資産等補充報告書、

条例第７条第１項の所得等報告書及び条例第８条第１項の関連会社等報告

書（以下「資産等報告書等」という。）の提出の期限が、上尾市の休日を

定める条例（平成２年上尾市条例第１７号）第１条第１項に規定する市の

休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。  

（資産等報告書等の訂正）  

第９条  資産等報告書等を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作

成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載し

なければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことが



できるように字体を残さなければならない。  

（資産等報告書等の閲覧）  

第１０条  条例第９条第２項の規定による資産等報告書等の閲覧は、総務部

総務課において、午前８時３０分から午後５時までの間（正午から午後１

時までの間を除く。）にしなければならない。ただし、特別の事情がある

と市長が認める日にあっては、これを短縮することができる。  

２  前項の規定にかかわらず、上尾市の休日を定める条例第１条第１項に規

定する市の休日においては、資産等報告書等を閲覧することができない。  

３  前項に定める日のほか、市長が特別の事情があると認める日は、資産等

報告書等を閲覧することができない日とすることができる。  

４  資産等報告書等は、第１項本文の場所以外に持ち出すことができない。  

５  資産等報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をし

てはならない。  

６  資産等報告書等を閲覧しようとする者は、閲覧者記録簿に氏名及び住所

を記入しなければならない。  

７  閲覧者は、資産等報告書等を複写し、又は撮影してはならない。  

８  閲覧者は、静粛を旨とし、他の閲覧者の迷惑となるような行為をしては

ならない。  

９  閲覧者は、職員の指示に従わなければならない。  

１０  市長は、第１項本文、第４項、第５項又は第７項から前項までの規定

に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止すること

ができる。  

１１  前各項の規定は、条例第１４条第３項において準用する条例第９条第

２項の規定による審査報告書及び調査報告書の閲覧について準用する。こ

の場合において、第１項から第７項までの規定中「資産等報告書等」とあ

るのは、「審査報告書及び調査報告書」と読み替えるものとする。  

（調査請求の手続）  

第１１条  条例第１７条第１項の規定による調査の請求（以下「調査請求」

という。）をしようとする市民の代表者（以下「調査請求代表者」とい

う。）は、調査請求者署名簿（第６号様式）に調査請求書（第７号様式）

又はその写しを付して、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２



条第１項又は第３項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において

上尾市の選挙人名簿に登録されている者（以下「選挙権を有する者」とい

う。）に対し、署名（盲人が公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９

号）別表第１に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同

じ。）を求めなければならない。  

２  前項の署名は、次項の規定により調査請求者署名簿を上尾市選挙管理委

員会（以下「選挙管理委員会」という。）に提出する日前６０日以内にさ

れたものでなければならない。ただし、その期間に条例第１７条第３項に

おいて準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第７項の

規定により署名を求めることができないこととなった期間がある場合には、

当該期間を除き、当該調査請求者署名簿を提出する日前６０日以内とする。  

３  調査請求者署名簿に署名した者の数が１００人以上となったときは、調

査請求代表者は、調査請求者署名簿（署名簿が２冊以上に分かれていると

きは、これらを一括したもの）を選挙管理委員会に提出しなければならな

い。  

４  選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受け、調査請求者署名簿の

署名の有効無効を決定する場合において、同一人に係る２以上の有効署名

があるときは、そのいずれかを有効と決定しなければならない。  

５  選挙管理委員会は、署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関

係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決

定の次第その他必要な事項をこれに記載し、調査請求者署名簿を返付する

までの間、これを保存しなければならない。  

６  調査請求者署名簿に署名した者は、調査請求代表者が第２項の規定によ

り調査請求者署名簿を選挙管理委員会に提出するまでの間は、調査請求代

表者を通じて、当該署名簿の署名を取り消すことができる。  

７  選挙管理委員会は、条例第１７条第３項において準用する地方自治法第

７４条の２第１項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直

ちに調査請求者署名簿に署名した者の総数及び有効署名の総数を告示し、

かつ、公衆の見やすい方法により掲示しなければならない。  

８  選挙管理委員会は、条例第１７条第３項において準用する地方自治法第

７４条の２第６項の規定により調査請求者署名簿を調査請求代表者に返付



する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名した者の総数並びに有効

署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。  

９  調査請求は、調査請求者署名簿の返付を受けた日から５日以内に、これ

を行おうとする調査請求代表者が調査請求書に条例第１７条第１項各号に

掲げる疑い又は疑義があることを証する資料、選挙権を有する者１００人

以上の者の有効署名があることを証明する書面及び調査請求者署名簿を添

えてこれをしなければならない。  

１０  調査請求があった場合において、調査請求者署名簿の有効署名の総数

が１００人に達しないときは、市長は、これを却下しなければならない。  

１１  調査請求があった場合において、その請求が適法な方式を欠いている

ときは、市長は、相当の期間を定め、これを補正させなければならない。  

１２  前項の場合において調査請求代表者が同項の期間内に不備を補正しな

いとき、又は調査請求が不適法であって補正することができないことが明

らかなときは、市長は、これを却下することができる。  

１３  第１０項又は前項の規定により調査請求を却下する場合は、市長は、

その旨及び理由を、調査請求代表者に対し、遅滞なく通知するものとする。  

（審査会の調査等）  

第１２条  条例第１１条の上尾市政治倫理審査会（以下「審査会」とい

う。）は、条例第１７条第２項の規定により調査を求められたときは、条

例に違反する事実の存否に関する調査の必要性を十分に検討し、調査を行

う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由

を、調査請求代表者に対し、遅滞なく通知するものとする。  

２  審査会は、利害関係を有する者のプライバシー等に配慮しつつ、遅滞な

く調査を行うものとする。  

３  審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。  

（説明会開催請求の手続）  

第１３条  条例第１９条第２項（条例第２０条において準用する場合を含

む。）の規定による説明会の開催の請求（以下「説明会開催請求」とい

う。）は、これを行おうとする市民の代表者（以下「説明会開催請求代表

者」という。）が説明会開催請求書（第８号様式）により行わなければな

らない。  



２  第１１条の規定は、説明会開催請求について準用する。この場合におい

て、同条第１項中「調査請求者署名簿（第６号様式）」とあるのは「説明

会開催請求者署名簿（第９号様式）」と、同条第２項から第１０項までの

規定中「調査請求者署名簿」とあるのは「説明会開催請求者署名簿」と、

同条第３項、第９項及び第１０項中「１００人」とあるのは「５０人」と

読み替えるものとする。  

（説明会の開催）  

第１４条  審査会は、条例第１９条第４項（条例第２０条において準用する

場合を含む。）の規定により説明会の開催を求められたときは、当該説明

会を開催する日時、場所その他必要な事項を説明会の開催日の７日前まで

に市長、副市長又は教育長に書面により通知するとともに、説明会開催請

求代表者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、条例附則第１項ただし書に規定する規定の施行の日（令和

３年４月１日）から施行する。  

（経過措置）  

２  条例附則第２項の規定により作成する資産等報告書については、第３条

及び第４条第１項の規定を準用する。  

３  条例附則第４項の証明書は、第４条第３項各号に掲げる書類とする。  

（政治倫理の確立のための上尾市長の資産等の公開に関する条例施行規則

の廃止）  

４  政治倫理の確立のための上尾市長の資産等の公開に関する条例施行規則

（平成７年上尾市規則第２７号）は、廃止する。  

（政治倫理の確立のための上尾市長の資産等の公開に関する条例施行規則

の廃止に伴う経過措置）  

５  この規則の施行の日の前日において、上尾市長等政治倫理条例附則第７

項の規定による廃止前の政治倫理の確立のための上尾市長の資産等の公開

に関する条例（平成７年上尾市条例第２９号）第５条第１項の規定により

保存されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに

関連会社等報告書の訂正については、なお従前の例による。  



   附  則（令和３年上尾市規則第８５号）  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和３年１１月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則による改正後の上尾市長等政治倫理条例施行規則（以下「新規

則」という。）第３条第２項及び第４条第３項の規定は、この規則の施行

の日（以下「施行日」という。）以後に提出する上尾市長等政治倫理条例

（令和２年上尾市条例第３６号。以下「条例」という。）第６条第１項の

資産等報告書及び同条第２項の資産等補充報告書について適用し、施行日

前に提出した同条第１項の資産等報告書及び同条第２項の資産等補充報告

書については、なお従前の例による。  

３  新規則第４号様式の規定は、施行日以後に提出する条例第７条第１項の

所得等報告書について適用し、施行日前に提出した同項の所得等報告書に

ついては、なお従前の例による。  

 



第１号様式（第２条関係）  

 



第２号様式（第４条関係）  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



第３号様式（第４条関係）  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



第４号様式（第６条関係）  

 



 



第５号様式（第７条関係）  

 



第６号様式（第 11条関係）  

 



第７号様式（第 11条関係）  

 



第８号様式（第 13条関係）  

 



第９号様式（第 13条関係）  

 


